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平成 29 年 12 月 22 日（金曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ７２ 　号）

　　　　条　　　例
○石川県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区にお

　いて選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正す

　る条例 （議会事務局）　１

　
石 川 県 議 会 議 員 の 定 数 並 び に 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す べ き 議 員 の 数 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を ここに公布する。

　 　
平 成二十九年十二月二十二日

 石 川県知事
　 　
谷
　 　
本
　 　
正
　 　
憲
　

石 川県条例第四十号

　 　　
石 川 県 議 会 議 員 の 定 数 並 び に 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す べ き 議 員 の 数 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

　 　　
正 する条例

　
石 川 県 議 会 議 員 の 定 数 並 び に 選 挙 区 及 び 各 選 挙 区 に お い て 選 挙 す べ き 議 員 の 数 に 関 す る 条 例 （昭 和 四 十 九 年 石 川 県

条 例第六十九号）の一部を次のように改正する。

　
第 二条の表珠洲市選挙区の項を次のように改める。

珠 洲 市 鳳 珠 郡 選 挙 区 珠 洲 市 及 び 鳳 珠 郡 二 人

　
第 二条の表鳳珠郡選挙区の項を削る。

　 　　
附
　
則

　
こ の条例は、次の一般選挙から施行する。
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